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綴

京
都
大
学
法
学
部
卒
業

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
付
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
付
を
命
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

判
事
補
に
任
命
す
る

外
務
事
務
官
（
ア
ジ
ア
局
南
東
ア
ジ
ア
第
二
課
）
に
併
任
す

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

司
法
修
習
生
を
命
ず
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司
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昭
和
三
十
二
年
十
一
月
十
日

さ
き
ゆ
き

崎
幸

最
高
裁
判
所

内 最
高
裁
判
所

法
務
省

司
法
試
験
管
理
委
員
会
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一
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成
元

年
号
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五 四

〃

五

〃

四
月

一
一
ハ

一

五

〃
一

四 一
〃 一
一
一
ハ

〃

一

日

簡
易
裁
判
所
判
事
兼
判
事
補
に
任
命
す
る

辞
職
を
承
認
す
る

帰
朝
（
東
京
）

マ
ニ
ラ
出
発

帰
朝
を
命
ず
る

マ
ニ
ラ
着
任

Q

東
京
出
発

（
期
間
は
平
成
元
年
四
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
）

ア
ジ
ア
局
南
東
ア
ジ
ア
第
二
課
に
併
任
す
る

二
等
書
記
官
を
命
ず
る

せ
る
外
務
事
務
官
（
在
フ
ィ
リ
ピ
ン
日
本
国
大
使
館
）
に
転
任
さ

解
除
す
る

外
務
事
務
官
（
ア
ジ
ア
局
南
東
ア
ジ
ア
第
二
課
）
の
併
任
を

る

事
項

内
閣

〃 〃 〃 〃

外
務
省 庁
名

2丁

今
崎
幸
彦
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一
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○
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ハ

平
成
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号

四 四 四

〃

五 四 五
月

一 一 一

〃
_

一

七 一

一
一
ハ

日

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
三
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
一
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
二
課
長
を
免
じ

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
二
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

京
都
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

京
都
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

事
項

〃 〃 最
高
裁
判
所

内
閣

〃 最
高
裁
判
所

庁
名
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今
崎
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一

一

七

一
一
一
ハ
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二

○
一

一

四

一

七

一
一
七

一

二

○
日

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

法
制
審
議
会
幹
事
を
免
ず
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
三
課
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
一
課
長
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
を
命
ず
る

事
項

内
閣

最
高
裁
判
所

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃 〃 〃 〃 法
務
省

最
高
裁
判
所
庁
名
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今
崎
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八 一
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一

一

四 四
日

国
立
国
会
図
書
館
支
部
最
高
裁
判
所
図
書
館
長
を
命
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
図
書
館
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
長
’
を
命
ず
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
の
指
名
を
解
く

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
を
免
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
を
命
ず
る

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

事

項

国
立
国
会
図
書
館

〃 〃 〃 〃 〃 〃 最
高
裁
判
所
庁
名
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今
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年
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一 八
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九 一
月
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一

四

一

四 九

一
一
ハ

日

国
立
国
会
図
書
館
支
部
最
高
裁
判
所
図
書
館
長
を
免
ず
る

水
戸
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

水
戸
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
図
書
館
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
長
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
を
免
ず
る

免
ず
る

書
課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
の
事
務
取
扱
を

広
報
課
長
堀
田
眞
哉
帰
国
に
つ
き
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局

扱
を
命
ず
る

局
秘
書
課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
の
事
務
取

広
報
課
長
堀
田
虞
哉
海
外
出
張
不
在
中
最
高
裁
判
所
事
務
総

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
に
任
命
す
る

事

項

国
立
国
会
図
書
館

最
高
裁
判
所

法
務
省
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最
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裁
判
所

法
務
省 庁
名
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崎
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四
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一
一

蝋

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

判
事
に
任
命
す
る

水
戸
地
方
裁
判
所
判
事
に
楠
す
る

水
戸
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
長
に
任
命
す
る

高
等
裁
判
所
長
官
に
任
命
す
る

東
京
高
等
裁
判
所
長
官
に
補
す
る

法
制
審
議
会
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
委
員
に
任
命
す
る

検
察
官
特
別
任
用
分
科
会
に
所
属
さ
せ
る

高
等
裁
判
所
長
官
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
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法
制
審
議
会
委
員
を
免
ず
る
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五
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検
察
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査
会
予
備
委
員
に
任
命
す
る

事
項
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務
省

庁

名
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崎
幸
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